
緊急時支援等の利用に係るフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急事態発生 

福祉サービス利用ありの方 福祉サービス利用なしの方 

福井市 
相談支援専門員 

サービス提供事業所 
委託相談支援事業所 

（基幹・地区・発達） 

連携 連携 

短期入所の支給決定 

あり       なし 

契約事業所  
受け入れ 

 
可能 

契約事業所  
受け入れ 

 
不可能 

短期入所 
 

利用 
拠点登録事業所に依頼 

必要に応じ 
支援会議 

拠点等機能を担う事業所 

（緊急時の受入・対応）に空床確認 

 

① 障がい特性と事業所とのマッチングを

見ながら、基本的には相談者の自宅から

近い事業所に連絡を取る 

② 事業所責任者と直接確認とする 

受け入れ先あり 
※行政担当者に利用する旨を報告 

（サービス、区分の申請意思を伝える） 

短期入所 利用 
 

実績報告：特定もしくは委託が報告書にて市に提出 

必要に応じ 
支援会議 

報告 

障がい福祉課     TEL ２０－５４３５ 

委託相談         

拠点登録事業所     

サービス提供事業所  

関係機関連絡先 

下線部をクリックすると 

HP に飛びます。 


